
 

 

 

 

地域計画にかかる「協議の場」で３集落の地域計画が協議されました 

 

 大津市で地域計画にかかる協議の場が 11月 16日（木）に開催され、３集落の地域計画

について検討・協議されました。今後、法定手続きを開始され、今年度中に策定される見

込みです。 

 

大津市では経営改善計画や青年等就農計画等の審議を行うために「大津市農政審議

会」が設置されています。11月 16日に農政審議会が開催され、その中で「協議の場」の

設置について検討されました。協議の結果、農政審議会終了後に、同じメンバーで「協議

の場」を開催することになりました。 

「協議の場」では、認定農業者が中心になって早くから集落内で検討を重ねてきた和

邇南浜と、集落営農法人を中心に、ほぼすべての農地の集積がされている上田上地区の

堂、新免、合わせて３集落の地域計画について協議されました。 

協議に当たっては地元の農業者や土地改良区、集落営農法人なども傍聴者として出席

され、提示された案にはなかった獣害対策を盛り込むことなどが議論されました。 

今後、案の修正を行った後、縦覧・公告などの手続きを行い、今年度中に策定される

見込みです。 

当課では令和６年度末までに地域計画が策定できるよう、各市の地域計画推進会議等

を通して支援を行う予定です。 
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